
通行止めのご案内

　　　ナラ枯れにより下記の区間（　　　　）を通行止めにします。

期間：令和5（2023）年4月10日（予定）から令和6年（2024）年3月31日まで

　　　　　　　　　順次、通行止めの処置を行います。

川崎市生田緑地整備事務所　℡：044-934-8577
生田緑地共同事業体

ご迷惑をおかけいたしますが、皆様の安全が第一ですので、ご理解とご協力のほどを
よろしくお願いいたします。

※ナラ枯れの状況により、通行止め期間を延長する場合があります。

野鳥の森

県の木林

あじさい山の一部

奥の池～梅園の階段

ハンノキ林

北谷戸地区

※上記の期間内も管理者や管理者から承認を得た団体等が活動のため、
　通行止め区間に立ち入る場合があります。

予告




